
平
成
二
十
五
年
二
月
八
日
受
領

答

弁

第

五

号

内
閣
衆
質
一
八
三
第
五
号

平
成
二
十
五
年
二
月
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
の
偏
り
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
の
偏
り
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
及
び
�
に
つ
い
て

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
等
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
支
援
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
樹
形

モ
デ
ル
（
要
介
護
認
定
等
基
準
時
間
の
推
計
の
方
法
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
九
十
一
号
）
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
六

ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
推
計
さ
れ
た
要
介
護
認
定
申
請
者
等
（
要
介
護
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保

険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
要
介
護
認
定
等
基
準
時
間
等
を
基
に
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
介
護
認
定
審
査
会
が
行
っ

た
、
当
該
要
介
護
認
定
申
請
者
等
が
該
当
す
る
要
介
護
状
態
区
分
等
（
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
状
態
区
分
及

び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
支
援
状
態
区
分
を
い
う
。
）
に
関
す
る
審
査
及
び
判
定
の
結
果
に
基
づ
き
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

要
介
護
認
定
等
の
審
査
判
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
要
介
護
認
定
等
に
係
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基

準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
。
以
下
「
認
定
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
お

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
「
要
支
援
�
」
及
び
「
要
支
援
�
」
に
係
る
現
行
の
審
査
判
定
基
準
に
つ
い
て
は
、

一



平
成
十
六
年
に
開
催
さ
れ
た
介
護
予
防
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
討
小
委
員
会
の
議
論
等
を
踏
ま
え
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
に
よ
る
認
定
省
令
の
一
部
改
正
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
」
を
踏
ま
え
決
め
た
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
現
行
の
樹
形
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
か
ら
平
成
二
十
年
ま
で
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
要
介
護
認
定
調

査
検
討
会
の
議
論
を
踏
ま
え
、
御
指
摘
の
「
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
」
に
加
え
、
抽
出
さ
れ
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
居
宅
要
介
護
者
等
（
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
介
護
者
及
び
法
第
八
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
要
介
護
認
定
申
請
者
等
を
対
象
と
し
た
モ
デ
ル
事
業
を
基
に

原
案
を
作
成
し
、
全
国
の
市
町
村
に
お
け
る
居
宅
要
介
護
者
等
を
含
む
要
介
護
認
定
申
請
者
等
を
対
象
と
し
た
モ
デ
ル
事
業

に
よ
る
検
証
結
果
に
基
づ
き
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、
在
宅
介
護
の
状
況
は
家
族
の
状
況
等
に
よ
り
様
々
で
あ
り
、
多
様
な
在
宅
介
護
の
状

況
に
係
る
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
標
準
的
な
要
介
護
認
定
等
の
仕
組
み
を
構
築
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

仮
に
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
当
該
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
に
は
、
調
査
者
が
被
保
険
者
個
人
の
居
宅
に
一
定
期
間
滞
在
す
る

二



必
要
が
あ
る
た
め
家
族
等
の
協
力
が
得
ら
れ
に
く
い
こ
と
な
ど
の
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


